
（例規３６） 

陸幕衛第１７０号 

５６．１１．３０ 

   

改正 昭和 57年３月 19日陸幕衛第 51号 昭和 57年 ９月 20日陸幕衛第 160号 

  昭和 57年 11月 19日陸幕衛第 178号 昭和 59年 10月 ９日陸幕衛第 158号 

  平成 ６年 11月 14日陸幕衛第 304号 平成 ９年 ８月 29日陸幕衛第 201号 

  平成 10年 ３月 20日陸幕衛第 68号 平成 12年 １月 31日陸幕衛第 25号 

  平成 19年 ２月 22日陸幕衛第 44号 平成 20年 ４月 25日陸幕衛第 146号 

 平成 20年 12月 17日陸幕衛第 379号 平成 22年 ３月 31日陸幕衛第 92号  

 平成 24年 ９月 ３日陸幕衛第 341号 平成 27年 ３月 26日陸幕衛第 92号 

 平成 30年 ３月 14日陸幕法第 104号 令和 ２年 ２月 17日陸幕衛第 63号 

 令和 ３年 ３月 30日陸幕衛第 78号 令和 ４年 ３月 31日陸幕衛第 98号 

 陸 上 総 隊 司 令 官 

 各 方 面 総 監 

 各 部 隊 長 

 各 機 関 の 長 

 

 

  

陸 上 幕 僚 長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

自衛隊の病院及び医務室における診療経費について（通達） 

 

 

標記について、昭和５７年４月１日から別添により実施されたい。 

 

 
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付資料：防衛生第４６１８号（４２．１１．２０） 
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防衛生第４６１８号
４２．１１．２０

改正 防衛生第１２５１号
４ ８ ． ３ ． ２ ２

改正 防衛生第４６４４号
４８．１０．２６

改正 防衛生第２５６２号
５１． ６．１８

改正 防衛生第５８３７号
５２．１２．２６

改正 防衛生第８２１号
５６． ２．２３

改正 防衛生第５６６９号
５６．１１．２１

改正 防衛生第４６６９号
５７． ９．１７

改正 衛生第５７２５号
５７．１１．１８

改正 教衛第７０３０号
５９． ９．２９

改正 教衛第５６３０号
６ ． ９ ． ３ ０

改正 防人第４４６４号
９ ． ８ ． ８

改正 防人衛第３６９号
１２． １．２６

改正 防人衛第１１８０８号
１８．１２．２８

改正 防人衛第４０２３号
２ ０ ． ３ ． ３ １

改正 防人衛第１３５３３号
２０．１１．２２

改正 防人衛第１４１１号
２ ２ ． ２ ． ９

改正 防人衛第３８１３号
２ ２ ． ３ ． ３ ０

改正 防人衛第１０５６５号
２ ４ ． ８ ． ６

改正 防人衛第１９３０７号
２６．１２．２６

改正 防人衛（防）第８４０１号
３ １ ． ４ ． ２ ６

改正 防人衛（防）第１３３８号
令和２年２月４日

改正 防人衛（防）第２０６８０号
令和２年１２月２５日

改正 防人衛（防）第４７１７号
令和３年３月２５日

改正 防人衛（防）第７１号
令和４年３月１４日

改正 防人衛（防）第７８号
令和４年３月１６日



施設等機関の長

各 幕 僚 長

統合幕僚会議議長
殿

技術研究本部長

調達実施本部長

防衛施設庁長官

防衛庁長官

自衛隊の病院及び医務室における診療経費について（通達）

自衛隊の病院及び医務室の診療等に関する訓令（昭和４２年防衛庁訓令第３３号。以下

「訓令」という。）第８条の規定に基づき、病院又は医務室において診療経費を徴収すべ

き場合の診療経費の算定及び徴収について下記のとおり定める。

記

１ 診療経費の算定

（１）防衛省共済組合の組合員及びその被扶養者（国家公務員共済組合法（昭和３３年法

律第１２８号。以下「法」という。）第５９条の規定により継続療養の給付を受ける

ことができる者を含む。以下「組合員等」という。）が公務によらない病気又は負傷

について当該共済組合から療養（入院時における食事療養を除く。）の給付を受ける

場合の診療の経費の額は、診療報酬の算定方法（平成２０年厚生労働省告示第５９号）

別表第１医科診療報酬点数表及び別表第２歯科診療報酬点数表に定める基準に基づき

算定した点数に１点の単価を７円として乗じて得た額とする。

（２）前号の場合以外の場合の病気又は負傷に係る訓令第２条第１号から第５号までに掲

げる診療（入院時における食事の提供を除く。）の経費の額は、診療報酬の算定方法

別表第１医科診療報酬点数表及び別表第２歯科診療報酬点数表に定める基準に基づき

算定した点数に１点の単価を１０円として乗じて得た額とする。

（３）入院時における食事の提供の経費の額は、入院時食事療養費に係る食事療養及び入

院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準（平成１８年厚生労働

省告示第９９号）別表に基づき算定した額から健康保険法（大正１１年法律第７０号）

第８５条第２項に規定する食事療養標準負担額（以下「食事療養標準負担額」という。）

を控除した額とする。

（４）労災認定を受けた患者への診療経費の算定の額は、「労災診療算定基準等の一部改

定について（平成２２年４月１日付厚生労働省労働基準局労災補償課長通知）」の７



の（１）に基づき、労災診療単価１点を１１円５０銭として乗じた得た額とする。

２ 診療経費の徴収

（１）自衛隊の病院又は医務室の所在する部隊又は機関の歳入徴収事務を所掌する歳入徴

収官又は歳入徴収官代理（以下「歳入徴収官等」という。）は、次のア及びイに掲げ

る額を、診療経費に係る納入告知書をもって診療を受けた組合員等の所属する組合支

部長あて翌月２０日までに請求しなければならない。この場合において、歳入徴収官

等は、診療経費に係る納入告知書に、病院については別記様式第１による組合員等病

院診療経費請求明細書を、医務室については別記様式第２による組合員等医務室診療

経費請求明細書を添付するものとする。

ア 組合員にあっては、前項第１号に定める診療経費の額に１００分の７０を乗じて

得た額及び前項第３号に定める診療経費の額

イ 組合員の被扶養者にあっては、前項第１号に定める診療経費の額に法第５７条第

２項第１号イからニまでに掲げる区分に応じ、それぞれ同号イからニまでに定める

割合（法第５５条の２第１項に規定する組合員の被扶養者にあっては、法第５７条

の２の規定に基づき防衛省共済組合が定めた割合）を乗じて得た額及び前項第３号

に定める経費の額

（２）歳入徴収官等は、前項第１号に定める診療経費から前号ア又はイに定める額（前項

第３号に定める経費の額を除く。）を控除した額を、診療の都度、組合員又は組合員

の被扶養者から現金で徴収しなければならない。

（３）歳入徴収官等は、第１項第２号に定める診療経費及び同項第３号に定める食事療養

標準負担額については、その全額を診療の都度現金で徴収しなければならない。ただ

し、健康保険法第６３条第３項第１号に規定する保険医療機関の指定を受けている病

院においては、第１項第２号に定める診療経費の徴収については、健康保険法等関係

法令の定めるところによること。

３ 助産その他第１項に定める診療以外の診療の経費の額の算定は、次の各号に定める点

数に、第１項第１号に掲げる者及び自衛隊法施行令（昭和２９年政令第１７９号）第４

６条第１項第１号に掲げる者においては１点の単価を７円として乗じて得た額（第２号

に規定する入院時食事料は同号に定める額。以下この項において同じ。）、その他の者に

おいては１点の単価を１０円として乗じて得た額とし、歳入徴収官等はその額を診療の

都度現金で徴収しなければならない。

（１）文書料等

ア 文書料は、別表第１のとおりとする。ただし、自衛隊法（昭和２９年法律第１６

５号）、防衛省の職員の給与等に関する法律（昭和２７年法律第２６６号）、法及び

これらの法律に基づく諸規定によるもの並びに病院長又は医務室の管理に当たる医



師若しくは歯科医師が職務遂行上必要と認めるものについては、文書料を徴収しな

い。

イ 再発行料（患者の責による紛失等の場合）は、別表第１の２のとおりとする。

（２）分娩介助料等

分娩介助料等は、別表第２のとおりとする。

（３）検査料等

妊産婦並びに新生児及び胎児に対する検査料等は、別表第３のとおりとする。

（４）健康診断料

健康診断料は、別表第４のとおりとする。ただし、自衛隊法及び当該法律に基づく

諸規定によるもの並びに病院長又は医務室の管理にあたる医師又は歯科医師が隊務遂

行上必要と認めるものについては、健康診断料を徴収しない。

（５）予防接種料

予防接種料は、別表第５のとおりとする。ただし、防衛省本省歳入歳出予算科目表

中医療費支弁によるもの以外の予防接種については、料金を徴収しない。

（６）特殊な診療行為等における料金

特殊な診療行為等における料金は、別表第６のとおりとする。

（７）その他

病院長は、前各号の規定により難い場合には、防衛大臣の承認を得て、別に定める

ことができる。

４ 要介護認定等に係る主治医意見書の記載に係る対価

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第２７条から第３４条までに規定される要

介護認定又は要支援認定に係る主治医意見書の記載に係る対価は、次の表のとおりと

し、歳入徴収官等はその額をその都度現金で徴収しなければならない。

外来患者 入院患者

新 規 ５，０００ 円 ４，０００ 円

継 続 ４，０００ 円 ３，０００ 円

注意： 継続とは、当該被保険者に係る前回の主治医の意見書と同一

の医療機関又は主治医が意見書を記載する場合をいう。

５ 産科医療補償制度の掛金に相当する額



歳入徴収官等は、産科医療補償制度において、自衛隊の病院又は医務室から公益財

団法人日本医療機能評価機構に対して支払う掛金に相当する額として、１分娩につき

１６，０００円を退院時に現金で徴収しなければならない。

６ この通達は、昭和４２年９月１日から適用する。



別記様式第１

組 合 員 等 病 院 診 療 経 費 請 求 明 細 書

金 円

年 月分 防衛省共済組合 組合員

被扶養者 分診療経費

（一般診療 入院 入院外）

（歯科診療 入院 入院外）

療養の給付 食事療養
組合員証 一 部

氏 名 傷 病 名 診療 食事 負担金 備 考
入院 点 数 金 額 徴収額

記号 番号 日数 日数

計
名 点 円 円

（記入要領）

１ この明細書は、組合員・被扶養者のそれぞれについて、一般診療の入院・入院外

及び歯科診療の入院・入院外をそれぞれ別葉として作成すること。また不要文字は

抹消すること。

２ 継続診療を受ける者については、備考欄に継続療養給付の開始日を記入すること。

３ 一部負担金徴収額は、組合員・被扶養者から徴収した一部負担金の総額を記入す

ること。



別記様式第２

組合員等医務室診療経費請求明細書

金 円

年 月分 防衛省共済組合 組合員

被扶養者 分診療経費

療養の給付 食事療養
組合員証 一 部

氏 名 傷 病 名 診療 食事 負担金 備 考
入院 点 数 金 額 徴収額

記号 番号 日数 日数

計
名 点 円 円

この表のとおり診療した。

令和 年 月 日

医務室名

医 官 階級 氏名

歯科医官 階級 氏名

（記入要領）

１ この明細書は、組合員・被扶養者のそれぞれについて、一般診療・歯科診療をそ

れぞれ別葉として作成すること。また不要文字は抹消すること。

２ 継続診療を受ける者については、備考欄に継続療養給付の開始日を記入すること。

３ 一部負担金徴収額は、組合員・被扶養者から徴収した一部負担金の総額を記入す

ること。



別表第１

文 書 料 点 数 表

区 分 点 数 摘 要

診 断 書 ３００点 ２通以上を

必要とする

特殊診断書 ４００点。ただし、 場合は、１

１ 恩給診断書 恩給診断書は６００ 通増すごと

２ 自動車損害賠 点、自動車損害賠償 に所定点数

診 償保険診断書 保険診断書は５００ を加算する

３ 生命保険入院 点、生命保険入院給 。

給付診断書 付診断書は７００点

断 ４ その他の特殊 、後遺症・後遺障害

な診断書 診断書は８００点、

福祉年金診断書、児

書 童扶養手当障害認定

診断書及び福祉手当

認定診断書は１６０

類 点とする。

死亡診断書 ４５０点

死体検案書

病 歴 書 ３００点 医師又は歯科医

師が新たに作成

し証明するもの

そ 診療報酬明細書 ２００点

出生証明書 ３００点

の

入・退院証明書 ３００点

医療費支払証明書

他 その他の証明書



別表第１の２

再発行料点数表

区 分 点 数

院外処方箋 診療報酬の算定方法別表第１医科診療報酬点数表及び別

表第２歯科診療報酬点数表に定める基準に基づき算定し

た点数の処方箋料の例による。

別表第２

分 娩 介 助 料 等 点 数 表

区 分 点 数

分娩介助料 １５，０００点（２児以上の場合は、１児増すごとに７

，５００点を加算する。）。ただし、次のいずれかに該

当する場合は、当該点数にその２０/１００に相当する点

数を加算した点数とする。

１ 午後５時から翌日の午前８時３０分までの間におけ

る診療

２ 休日（行政機関の休日に関する法律（昭和６３年法

律第９１号）第１条第１項各号に掲げる日をいう。）

の午前８時３０分から午後５時までの間における診療

新 生 児 管 理 料 １日 ４５７点

入 院 料 診療報酬の算定方法別表第１医科診療報酬点数表に定め

る基準に基づき算定した点数の入院料及び入院時医学管

理料の例による。

入 院 時 食 事 料 入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費

に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準別表に基

づき算定した額の例による。

子宮内避妊器具挿入料 １回 ３，７５０点

子宮内避妊器具抜去料 １回 １，２５０点



別表第３

検 査 等 点 数 表

区 分 点 数

新生児先天性代謝異常検査採血料 １回 ２９０点

新生児聴覚検査・スクリーニング料 １回 ６００点

胎児心拍スクリーニング料 １回 １９０点

臍帯血血液ガス分析検査料 １回 ２８５点

クアトロテスト検査料 １回 １，５５０点

羊水染色体検査料 １回 ７，５５０点

羊水染色体検査料・ＦＩＳＨ法 １回 ９，２５０点

助産師妊婦指導料 １回 ２００点

産後検査料 １回 ３７５点

乳房管理料 １回 ３００点

乳児健康相談・指導料 １回 ２００点

人工授精料 １回 １，０００点



別表第４

健 康 診 断 料 点 数 表

区 分 点 数

基 本 健 康 診 断 料
診療報酬の算定方法別表第１医科診療報酬点数表に定める

基準に基づき算定した点数の初診料の例による。

そ の 他
診療報酬の算定方法別表第１医科診療報酬点数表に定める

基準に基づき算定した点数の特掲診療料の例による。

別表第５

予 防 接 種 点 数 表

区 分 点 数

診 察 料
診療報酬の算定方法別表第１医科診療報酬点数表に定める

基準に基づき算定した点数の例による。

同上（ただし、使用薬剤の価格は、購入原価を基準に定
注 射 料

める。）



別表第６

特殊な診療行為等点数表

区 分 点 数

医師医療相談料（保険 １ ３０分まで１回につき、５００点

会社等相談含む。） ２ ３０分を越える場合は、３０分増すごとに２５０点を加算

する。

保険給付外の材料等に １ 病院については、当該病院が所在する地域の医療機関にお

よる歯冠修復及び欠損 いて徴収している額を踏まえて、病院長が防衛大臣の承認を

補綴 得て、別に定める点数

２ 医務室については、当該医務室が所在する地域の医療機関

において徴収している額を踏まえて、当該医務室を監督する

幕僚長が防衛大臣の承認を得て、別に定める点数


